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大津市ＨＡＣＣＰ適合証明制度実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、食品等の製造等を行う工程が高度な衛生管理の基準（以下「ＨＡＣＣ

Ｐ」という。）に適合することを証明することにより、市内で製造等される食品等の安全性

の確保に寄与することを目的とする。 

（申請） 

第２条 ＨＡＣＣＰに適合することの証明を受けようとする者（市内に所在する施設におい

て食品等の製造等を行う者に限る。）は、大津市ＨＡＣＣＰ適合証明申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に別表第１に掲げる事項を確認することができる書類（以下「確

認書類」という。）を添付して、市長に申請するものとする。 

２ 前項の申請は、施設ごとに別表第２に掲げる大分類の区分に応じて行うものとする。た

だし、大分類の区分で行うことができないときは、必要に応じて中分類又は小分類の区分

で行うことができるものとする。 

 （申請の取下げ） 

第３条 前条第１項の申請をした者（以下「申請者」という。）は、当該申請を取り下げよう

とするときは、大津市ＨＡＣＣＰ適合証明申請取下げ届（様式第２号）を市長に提出する

ものとする。 

（適合の証明） 

第４条 市長は、第２条第１項の規定により申請書の提出があった場合において、確認書類

及び現地確認等により、別表第１に掲げる事項を全て満たしていると認めるときは、当該

申請者に対し、大津市ＨＡＣＣＰ適合証明書（様式第３号。以下「証明書」という。）を交

付するものとする。 

（公表） 

第５条 市長は、前条の証明書を交付したときは、次に掲げる事項をホームページにおいて

公表するものとする。 

⑴ 証明書を交付した者の氏名又は名称 

 ⑵ 証明書を交付した施設の名称及び所在地 

 ⑶ 証明書を交付した食品等の分類 

 ⑷ 証明書を交付した日 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 


